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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 19 条 使用済燃料の

貯蔵施設等」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載

すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものであ

る。 

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。 

 

２．本資料の構成 

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而） 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而） 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。 
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年９月30日　Ｒ１

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/30 1

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/30 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 8/26 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 8/26 0 ※精査中のため別途提出予定。

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 8/26 0 ※精査中のため別途提出予定。

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 8/26 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

貯蔵00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（貯蔵）】

別紙　第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第１項
備考

別紙　第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第２項
備考
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第 19 条 使用済燃料の貯蔵施設等 

第１項 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（1 / 22） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第十九条 
使用済燃料の受入施
設及び貯蔵施設は、
次に掲げるところに
よるものでなければ
ならない。 
 一 使用済燃料の

崩壊熱を安全
に除去し得る
ものであるこ
と。燃② 

 二 使用済燃料を
受け入れ、又
は貯蔵する水
槽は、次に掲
げるところに
よるものであ
ること。 

  イ 水があふ
れ、又は漏
えいするお
それがない
ものである
こと。燃③ 

  ロ 水が使用済
燃料によっ
て汚染され
るおそれが
ある場合に
は、浄化装
置を設ける
こと。燃④ 

  ハ 水の漏えい
を適切に検
知し得るも
のであるこ
と。燃⑤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 個別項目 
 
 
 
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 
 
 
 
 
 
 
1.1 設計基準対象の設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成し，使用済燃料の
受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理
建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する設計
とする。燃⑥-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

で受け入れる使用済燃料は，ＢＷＲ及び
ＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であっ
て，以下の仕様を満たすものである。 
照射前燃料 高濃縮度    ：５wt％ 
使用済燃料集合体平均濃縮度  ：3.5wt
以下 
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時
から再処理施設に受け入れるまでの期間 

：４年以上 
ただし，燃料貯蔵プールの容量 3,000

ｔ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上 12
年未満の使用済燃料の貯蔵量が 600ｔ・
ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期間 12 年以

四、再処理施設の位置，構造及び設備並
びに再処理の方法 
 
Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 
ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設
の構造及び設備 
(１) 構  造 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成する。燃□4  
 
(ⅰ) 設計基準対象の施設 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成し，使用済燃料の
受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理
建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する。燃
⑥-1 
使用済燃料輸送容器管理建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄
筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上
１階（一部地上３階，地下１階），建築
面積約 7,100ｍ２の建物である。 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄
筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上
３階，地下３階，建築面積約 9,400ｍ２の
建物である。燃□1  
 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置
概要図を第 47 図から第 51 図に，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図を
第 52 図から第 58 図に示す。 
 また，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設系統概要図を第８図に示す。燃□2  
 
 
 
(３) 受け入れ，又は貯蔵する使用済燃
料の種類並びにその種類ごとの 大受入
能力及び 大貯蔵能力 
(ⅰ) 受け入れ，又は貯蔵する使用済燃
料の種類燃□4  
 ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料
集合体であって，以下の仕様を満たすも
のである。 
 (ａ) 濃縮度   
照射前燃料 高濃縮度  ：５ ｗｔ％ 
使用済燃料集合体平均濃縮度：3.5ｗ
ｔ％以下 
 (ｂ) 再処理施設に受け入れるまでの
冷却期間        ：４ 年以上 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 
3.1 設計基準対象の施設 
3.1.1 概  要 
 
 
 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，
使用済燃料の受入れ施設及び使用済燃料の貯
蔵施設で構成する。燃◇1  
 
 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスクの受
入れ及びキャスクからの使用済燃料集合体の
取出しを行う使用済燃料受入れ設備である。 
 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合
体を再処理するまでの期間の貯蔵及びせん断
処理施設への送出しを行う使用済燃料貯蔵設
備である。燃◇1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受
け入れる使用済燃料は，ＢＷＲ及びＰＷＲの
使用済ウラン燃料集合体であって，以下の仕
様を満たすものである。 
照射前燃料 高濃縮度    ：５wt％ 
使用済燃料集合体平均濃縮度  ：3.5wt％以下 
 
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から
再処理施設に受け入れるまでの期間 

：４年以上 
ただし，燃料貯蔵プールの容量 3,000ｔ ・

ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上 12 年未満の使
用済燃料の貯蔵量が 600ｔ・ＵＰｒ未満，それ
以外は冷却期間 12 年以上となるよう受け入れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 燃料取扱設備 
燃料体等の取扱設備は，燃料取替

機，原子炉建屋クレーン，チャンネ
ル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵建
屋天井クレーンで構成し，燃料取替
機，原子炉建屋クレーン及びチャン
ネル着脱機は，新燃料を原子炉建屋
原子炉棟に搬入してから原子炉建屋
原子炉棟外へ搬出するまで，燃料体
等を安全に取り扱うことができる設
計とする。 
（以降は個別機器の設計方針である
ため省略する。） 
 
2. 燃料貯蔵設備 
（施設構成に関係しない記載である
ため省略する。） 
使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用

済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料
乾式貯蔵容器を保管する使用済燃料 
乾式貯蔵建屋等で構成し，使用済燃
料乾式貯蔵容器内のバスケットは，
中性子吸収材であるほう素を添加し 
た材料を適切に配置するとともに，
適切な燃料間距離を保持することに
より，燃料集合体を全容量収納し，
容器内の燃料位置等について想定さ
れるいかなる場合でも実効増倍率を
0.95 以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を 
防止できる設計とする。 
（以降は施設構成に関係しない記載
であるため省略する。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が 

一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由   ：許可からの変更点等 

【凡例】 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の記載として、許可に施

設を収納する建屋を示しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「安全に取り扱う」は、発電炉の技術基準

規則解釈および発電炉の設置、運転等に関

する規則の用語であり、再処理の技術基準

規則にない表現である。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計上の考慮とし

て、許可に受け入れる使用済燃料の種

類、受入れ条件を記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉 26 条で要求されている臨界防止は

再処理 19 条にないため。 

再処理は 4条で臨界防止を展開する。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（2 / 22） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上となるよう，受け入れを保安規定に定
めて，管理する。 
使用済燃料集合体 高燃焼度 

      ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 
ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属ウ

ラン重量換算である。 
使用済燃料の冷却期間は，以下の条件

とする。 
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間 

：１年以上燃⑦-1 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
で受け入れる使用済燃料集合体の照射前
の構造は下表のとおりである。燃⑦-2 
 
ＢＷＲ燃料集合体 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ＰＷＲ燃料集合体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
使用済燃料集合体と一体となったチャ

ンネルボックス（以下「ＣＢ」とい
う。）及びバーナブルポイズン（以下
「ＢＰ」という。）も受け入れる設計と
する。燃⑦-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ただし，燃料貯蔵プールの容量 3,000
ｔ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上 12
年未満の使用済燃料の貯蔵量が 600ｔ・
ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期間 12 年以
上となるよう受け入れを管理する。 
 (ｃ) 使用済燃料集合体 高燃焼度 

：55,000ＭＷｄ／ｔ･ＵＰｒ 
 
 
 
(ｄ) 使用済燃料集合体の照射前の構造 
燃⑦-2 
 
 
ＢＷＲ燃料集合体 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ＰＷＲ燃料集合体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
使用済燃料集合体と一体となったチャ

ンネル ボックス及びバーナブルポイズ
ン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）も受
け入れる。 
 

(ⅱ) 大受入能力及び 大貯蔵能力 
 
 (ａ) 大受入能力 燃①-1 
15.2ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＢＷＲ使用済燃料受
入れ時）又は 12.9ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＰＷＲ
使用済燃料受入れ時） 
 年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒ

とする。 
 (ｂ) 大貯蔵能力 燃①-2 
燃料貯蔵プール： 
ＢＷＲ使用済燃料集合体 1,500ｔ･ＵＰｒ

を管理する。 
 使用済燃料集合体 高燃焼度 

      ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 
ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属ウラン

重量換算である。 
使用済燃料の冷却期間は，旧申請書におけ

る設計条件を維持することとし，以下の条件
とする。 
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間 

：１年以上燃⑦-1 
 
使用済燃料集合体の照射前の構造 
 
 
 
ＢＷＲ燃料集合体 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ＰＷＲ燃料集合体 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
使用済燃料集合体と一体となったチャンネ

ルボックス（以下「ＣＢ」という。）及びバ
ーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）
も受け入れる。燃⑦-3 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設系統
概要図を第３－１図に示す。燃◇2  
 
3.1.2 設計方針 
 (１) 臨界安全 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，
容量いっぱいに使用済燃料集合体を収納した
場合でも通常時はもとより，技術的に見て想
定されるいかなる場合でも未臨界を維持でき
る設計とする。燃◇3  
 (２) 閉じ込め 
 燃料貯蔵プール・ピット等は，ピット水及

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃①-1（P7 へ） 
 
 
 
 
 
燃①-2（P11 へ） 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計

上の考慮として、許可

に CB・BP の受入れを

記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計

上の考慮として、許可

に受け入れる使用済燃

料集合体の照射前の構

造を記載しているた

め。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

8



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（3 / 22） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(うち，使用済燃料集合体平均濃縮度が

2.0wt％を超えるもの 11.8ｔ･ＵＰｒ） 
ＰＷＲ使用済燃料集合体 1,500ｔ･ＵＰｒ

(うち，使用済燃料集合体平均濃縮度が
2.0wt％を超えるもの 27.6ｔ･ＵＰｒ） 
 
 (４) 主要な核的制限値燃□3  
 (ⅰ) 単一ユニット 
 (ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装
置 
  使用済燃料集合体を１台当たり一時に
１体ずつ取り扱う。 
 (ⅱ) 複数ユニット 
 (ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装
置 
 使用済燃料集合体を１台当たり一時に
１体ずつ取り扱うので該当なし。 
 (ｂ) 燃料仮置きラックのラック格子
中心間 小距離 
燃焼度計測前燃料仮置きラック 

 ＢＷＲ燃料収納部         20.2 ｃｍ 
（使用済燃料 高濃縮度５wt％) 
 ＰＷＲ燃料収納部         46.5 ｃｍ 
（使用済燃料 高濃縮度５wt％) 
燃焼度計測後燃料仮置きラック 

 ＢＷＲ燃料収納部     19.85ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
 ＰＷＲ燃料収納部     34.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
(ｃ) 燃料貯蔵ラックのラック格子中心
間 小距離 
低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック    
18.6 ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0wt％
以下） 
低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック    
30.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0wt％
以下） 
高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック    
34.7ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下） 
高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック    
47.1ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下） 
 (ｄ) バスケットの格子中心間 小距
離 
ＢＷＲ燃料用バスケット          
19.85ｃｍ 

びプール水（以下「プール水等」という。）
が漏えいし難い構造とする。また，プール水
等の漏えいの検知を行う設計とする。万一漏
えいした場合には，使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計と
する。燃◇1  
 (３) 崩壊熱除去 
 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫，燃料貯蔵プール・ピット等は，崩壊熱を
除去でき，構造物の健全性を維持できる設計
とする。燃◇1  
 (４) 単一故障 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補
給水設備は，動的機器の単一故障を仮定して
も安全機能が確保できる設計とする。燃◇4  
 (５) 外部電源喪失 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補
給水設備は，その他再処理設備の附属施設の
非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪
失した場合でも安全機能が確保できる設計と
する。燃◇5  
 (６) 貯蔵容量 
 燃料貯蔵プールは，使用済燃料の受入れ及
び再処理に対して適切な貯蔵容量を有する設
計とする。燃◇1  
 (７) 落下防止 
 燃料取扱装置等は，駆動源喪失時における
つり荷の保持又は逸走防止を行い，移送物の
落下，転倒等を防止する設計とする。 
 また，使用済燃料受入れ設備は，貯蔵燃料
上への重量物の落下を防止できる配置設計と
する。燃◇6  
 (８) 試験及び検査 
 安全上重要な施設の使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋天井クレーン，プール水冷却系及び補
給水設備は，定期的な試験及び検査ができる
設計とする。燃◇7  
 (９) その他 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，
再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する
場合においても当該施設が安全に使用でき，
後続する施設の工事施工により安全性を損な
うことのない設計とする。燃◇17  
 
3.1.3 主要設備の仕様 
(１) 使用済燃料受入れ設備 
 使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕様を
第３－１表に示す。燃◇8  
 燃料仮置きラック概要図を第３－２図に，
使用済燃料輸送容器移送台車概要図を第３－
３図に示す。燃◇2  
 なお，使用済燃料受入れ設備は，再処理設
備本体の運転開始に先立ち使用する。燃◇17  
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1.1.1 使用済燃料の受入れ施設 

 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受
入れ設備２系列（一部１系列）で構成す
る。燃⑥-2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 使用済燃料の貯蔵施設 
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送
する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２
系列）で構成する。燃⑥-3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
ＰＷＲ燃料用バスケット     34.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受
入れ設備２系列（一部１系列）で構成す
る。燃⑥-2-1 
 
使用済燃料集合体を取り扱う燃料取出

しピット及び燃料仮置きピットはライニ
ング構造とし，燃③-1-1 使用済燃料から
の崩壊熱を適切に除去し，プール水は補
給水設備から適切に供給できる設計とす
る。燃②-2 
使用済燃料受入れ設備の使用済燃料収

納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空
気の流路を確保し，キャスクに収納され
た使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により
除去し，本保管庫の構造物の健全性を維
持する設計とする。燃②-1 
 
(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送
する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２
系列）で構成する。燃⑥-3-1 
 
その主要な設備である燃料貯蔵プール

はライニング構造とし，燃③-2-1 使用済
燃料からの崩壊熱を適切に除去し，プー
ル水は補給水設備から適切に供給できる
設計とする。燃②-2 
 
 

 
(２) 使用済燃料貯蔵設備 
 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様を第
３－２表に示す。燃◇8  
 燃料貯蔵プール概要図を第３－４図に，低
残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を第
３－５図に，低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラ
ック概要図を第３－６図に，高残留濃縮度Ｂ
ＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を第３－７図に，
高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を
第３－８図に，ＢＷＲ燃料用バスケット概要
図を第３－９図に，ＰＷＲ燃料用バスケット
概要図を第３－10 図に，燃料移送水中台車概
要図を第３－11 図に示す。燃◇2  
 
 なお，使用済燃料貯蔵設備のうちバスケッ
トの一部，バスケット取扱装置及びバスケッ
ト搬送機を除く設備は，再処理設備本体の運
転開始に先立ち使用する。燃◇17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 燃料取扱設備 

燃料体等の取扱設備は，燃料取替
機，原子炉建屋クレーン，チャンネ
ル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵建
屋天井クレーンで構成し，燃料取替
機，原子炉建屋クレーン及びチャン
ネル着脱機は，新燃料を原子炉建屋
原子炉棟に搬入してから原子炉建屋
原子炉棟外へ搬出するまで，燃料体
等を安全に取り扱うことができる設
計とする。 
（以降は個別機器の設計方針である
ため省略する。） 
 
2. 燃料貯蔵設備 
（施設構成に関係しない記載である
ため省略する。） 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用
済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料
乾式貯蔵容器を保管する使用済燃料 
乾式貯蔵建屋等で構成し，使用済燃
料乾式貯蔵容器内のバスケットは，
中性子吸収材であるほう素を添加し 
た材料を適切に配置するとともに，
適切な燃料間距離を保持することに
より，燃料集合体を全容量収納し，
容器内の燃料位置等について想定さ
れるいかなる場合でも実効増倍率を
0.95 以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を 
防止できる設計とする。 
（以降は施設構成に関係しない記載
であるため省略する。） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃③-1-1（P8 へ） 
 
 
燃②-2（P12,13
へ） 
 
 
 
 
燃②-1（P7 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃③-2-1（P11
へ） 
 
燃②-2（P12,13
へ） 
 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「安全に取り扱う」は、発電炉の技術基準

規則解釈および発電炉の設置、運転等に関

する規則の用語であり、再処理の技術基準

規則にない表現である。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉 26 条で要求されている臨界防止は

再処理 19 条にないため。 

再処理は 4条で臨界防止を展開する。 
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（1.1.1 使用済燃料の受入れ施設の続
き） 
 
 

使用済燃料受入れ設備は，キャスクの
受入れ及びキャスクからの使用済燃料集
合体の取出しを行う設備であり，使用済
燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料取
出し準備設備，燃料取出し設備，使用済
燃料輸送容器返却準備設備及び使用済燃
料輸送容器保守設備で構成する。 
 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

は，トレーラトラックで使用済燃料輸送
容器管理建屋に搬入したキャスクを使用
済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンを
用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積
み替え，遮蔽を考慮した使用済燃料収納
使用済燃料輸送容器保管庫に移送する設
計とする。 
ここで一時保管した後，使用済燃料輸

送容器移送台車により使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。 
また，使用済燃料収納使用済燃料輸送

容器保管庫は，使用済燃料を収納したキ
ャスクを保管するとともに，保管を必要
とする空のキャスクの基数が空使用済燃
料輸送容器保管庫の容量を上回る場合
に，その上回った分の空のキャスクを一
時保管する設計とする。 
なお，一時保管した空のキャスクは，

返却に先立ち，必要に応じて使用済燃料
輸送容器返却準備設備又は使用済燃料輸
送容器保守設備にて保守を行うことがで
きる設計とする。燃⑥-2-2 
 
 
 
 
 
 
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空の

キャスクを保管する設計とする。 
なお，空のキャスクは，返却に先立

ち，必要に応じて使用済燃料輸送容器返
却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守
設備にて保守を行うことができる設計と
する。 
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから
緩衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレーンにより燃料取出し
準備室にキャスクを移送する設計とす

Ｂ．再処理の方法 
イ．再処理の方法の概要 
(２) 再処理の概要 
(ⅰ) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵 
 
 
 
 
 
 
 
 
トレーラトラックで搬入したキャスク

を使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ
ーンを用いて使用済燃料輸送容器移送台
車に積み替え，使用済燃料収納使用済燃
料輸送容器保管庫へ移送し，保管する。
燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に，キャスクを使用済燃料輸送容器

移送台車を用いて，使用済燃料収納使用
済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋へ搬入し，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋天井クレーンを用いて防

3.1.4 系統構成及び主要設備 
3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 
(１) 系統構成 
 
使用済燃料受入れ設備は，キャスクの受入

れ及びキャスクからの使用済燃料集合体の取
出しを行う設備であり，使用済燃料輸送容器
受入れ・保管設備，燃料取出し準備設備，燃
料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準備
設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構成
する。 
 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，

トレーラトラックで使用済燃料輸送容器管理
建屋に搬入したキャスクを使用済燃料輸送容
器管理建屋天井クレーンを用いて使用済燃料
輸送容器移送台車に積み替え，遮蔽を考慮し
た使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫
に移送する。 
 
ここで一時保管した後，使用済燃料輸送容

器移送台車により使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に搬入する。 
また，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器

保管庫は，使用済燃料を収納したキャスクを
保管するとともに，保管を必要とする空のキ
ャスクの基数が空使用済燃料輸送容器保管庫
の容量を上回る場合に，その上回った分の空
のキャスクを一時保管する。 
 
なお，一時保管した空のキャスクは，返却

に先立ち，必要に応じて使用済燃料輸送容器
返却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守設
備にて保守を行う。燃⑥-2-2 
 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

は，冷却空気の流路を確保し，キャスクに収
納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却によ
り除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持
する設計とする。燃②-1 
 
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャ

スクを保管する。 
なお，空のキャスクは，返却に先立ち，必

要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備
又は使用済燃料輸送容器保守設備にて保守を
行う。 
 
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから緩衝体
を取り外し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンにより燃料取出し準備室にキャス
クを移送する。 

 
 
 

1. 燃料取扱設備 
燃料体等の取扱設備は，燃料取替

機，原子炉建屋クレーン，チャンネ
ル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵建
屋天井クレーンで構成し，燃料取替
機，原子炉建屋クレーン及びチャン
ネル着脱機は，新燃料を原子炉建屋
原子炉棟に搬入してから原子炉建屋
原子炉棟外へ搬出するまで，燃料体
等を安全に取り扱うことができる設
計とする。 
（以降は個別機器の設計方針である
ため省略する。） 
 
2. 燃料貯蔵設備 
（施設構成に関係しない記載である
ため省略する。） 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用
済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料
乾式貯蔵容器を保管する使用済燃料 
乾式貯蔵建屋等で構成し，使用済燃
料乾式貯蔵容器内のバスケットは，
中性子吸収材であるほう素を添加し 
た材料を適切に配置するとともに，
適切な燃料間距離を保持することに
より，燃料集合体を全容量収納し，
容器内の燃料位置等について想定さ
れるいかなる場合でも実効増倍率を
0.95 以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を 
防止できる設計とする。 
（以降は施設構成に関係しない記載
であるため省略する。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-1（P7 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「安全に取り扱う」は、発電炉

の技術基準規則解釈および発電

炉の設置、運転等に関する規則

の用語であり、再処理の技術基

準規則にない表現である。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉 26 条で要求されてい

る臨界防止は再処理 19 条に

ないため。 

再処理は4条で臨界防止を展

開する。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計上の考慮とし

て、許可に使用済燃料の受入れ・貯蔵

方法を記載しているため。 
【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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る。 
ここで，キャスク内部の浄化のため，

キャスクの内部水の入替えを行った後，
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー
ンを用いてキャスクを移送し，燃料取出
しピットの防染バケットに収納する設計
とする。 
キャスクからの排水は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移
送できる設計とする。 
 
燃料取出し設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井クレ－ンを用いて防染
バケットに収納したキャスクを燃料取出
しピット水中につり降ろし，水中でキャ
スクの蓋を取り外し，燃料取出し装置を
用いて使用済燃料集合体を一体ずつキャ
スクから取り出す設計とする。 
このとき，燃料集合体番号を確認する

ことを保安規定に定めて，管理する。 
取り出した使用済燃料集合体は，燃料

仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置き
ラックに仮置きし，計測制御系統施設の
燃焼度計測装置を用いて平均濃縮度を測
定し，平均濃縮度が 3.5ｗｔ％以下であ
ることを確認した後，燃焼度計測後燃料
仮置きラックに仮置きする設計とする。 
その後，燃料取出し装置により，使用

済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバ
スケットに収納する設計とする。 
なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超え

る使用済燃料集合体及び著しい漏えいの
ある破損燃料を取り扱う場合には，燃料
収納缶に収納し，燃料取出し装置の補助
ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車
に１体ずつ積載する設計とする。燃⑥-2-
3 
 
 
 
 
 
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，

使用済燃料取出し後の空のキャスクの返
却に先立ち，キャスク外面の除染，内部
水の排水，キャスク内部の確認，気密漏
えい検査及び汚染検査を行う設計とす
る。 
また，必要に応じて使用済燃料輸送容

器返却準備設備にて保守を行うことがで
きる設計とする。 
使用済燃料輸送容器保守設備では，運

転保守性の向上を図るため適宜，空使用

染バケットに収納し，燃料取出しピット
水中につり降ろす。燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
燃料取出しピットで燃料取出し装置を

用いてキャスクから使用済燃料集合体を
取り出し，燃料仮置きピット内で，燃焼
度計測前燃料仮置きラックに仮置きした
後，計測制御系統施設の燃焼度計測装置
を用いて使用済燃料集合体の燃焼度及び
平均濃縮度を測定し，燃焼度計測後燃料
仮置きラックに収納する。燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ここで，キャスク内部の浄化のため，キャ

スクの内部水の入替えを行った後，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンを用いてキ
ャスクを移送し，燃料取出しピットの防染バ
ケットに収納する。 
 
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる
設計とする。 
 
燃料取出し設備は，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋天井クレ－ンを用いて防染バケットに
収納したキャスクを燃料取出しピット水中に
つり降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外
し，燃料取出し装置を用いて使用済燃料集合
体を一体ずつキャスクから取り出す。 
 
このとき，燃料集合体番号を確認する。 
 
取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置

きピットの燃焼度計測前燃料仮置きラックに
仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装
置を用いて平均濃縮度を測定し，平均濃縮度
が 3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，燃
焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする。 
 
その後，燃料取出し装置により，使用済燃

料集合体を燃料移送水中台車上のバスケット
に収納する。 
 
なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超える使用

済燃料集合体及び著しい漏えいのある破損燃
料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納
し，燃料取出し装置の補助ホイストで取り扱
い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する。
燃⑥-2-3 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン

及び燃料取出し装置を用いて１日 大ＢＷＲ
燃料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料 12.9ｔ・
ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れるこ
とができる。燃①-1 
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用

済燃料取出し後の空のキャスクの返却に先立
ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キ
ャスク内部の確認，気密漏えい検査及び汚染
検査を行う。 
 
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返

却準備設備にて保守を行う。 
 
使用済燃料輸送容器保守設備では，運転保

守性の向上を図るため適宜，空使用済燃料輸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 燃料取扱設備 
（燃料を一体ずつ取り扱うことに関
係しない記載であるため省略す
る。） 

燃料取替機及びチャンネル着脱機
は，燃料体等を一体ずつ取り扱う構
造とすることにより，臨界を防止す 
る設計とし，燃料体等の検査等を行
う際に水面に近づいた状態であって
も，燃料体等からの放射線の遮蔽に 
必要な水深を確保できる設計とす
る。 
原子炉建屋クレーンは，未臨界性

を確保した容器に収納して吊り上げ
る場合を除き，燃料体等を取り扱う 
場合は，一体ずつ取り扱う構造と
し，臨界を防止する設計とする。 
（以降は燃料を一体ずつ取り扱うこ
とに関係しない記載であるため省略
する。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃①-1（P7 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉 26 条で要求されてい

る遮蔽は再処理 19 条にない

ため。 

再処理は 27 条で遮蔽を展開

する。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収
納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済
燃料輸送容器移送台車により使用済燃料
輸送容器管理建屋の保守エリアに空のキ
ャスクを搬入し，空のキャスクを保守す
る設計とする。 

保守に当たっては，放射線業務従事者
の被ばくの低減を考慮し，必要に応じ，
使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリ
アでキャスク内面及び内部構造物の除染
を行うことができる設計とする。燃⑥-2-
4 
 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ

ーン及び燃料取出し装置を用いて１日
大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ
燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合
体を受け入れることができ，年間の 大
受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計と
する。燃①-1 
 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保

管庫は，冷却空気の流路を確保し，キャ
スクに収納された使用済燃料の崩壊熱を
自然冷却により除去し，本保管庫の構造
物の健全性を維持する設計とする。燃②-
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

送容器保管庫又は使用済燃料収納使用済燃料
輸送容器保管庫から使用済燃料輸送容器移送
台車により使用済燃料輸送容器管理建屋の保
守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャ
スクを保守する。 
 
保守に当たっては，放射線業務従事者の被

ばくの低減を考慮し，必要に応じ，使用済燃
料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク
内面及び内部構造物の除染を行う。燃⑥-2-4 
 
使用済燃料受入れ設備の主要設備の臨界安

全管理表を第３－３表に示す。燃◇3  
なお，使用済燃料受入れ設備は，再処理設

備本体の運転開始に先立ち使用できる設計と
する。燃◇17  
 
(２) 主要設備 
ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレー
ン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ
ーン 
 使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン
及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー
ンは，それぞれ使用済燃料輸送容器管理建屋
及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，
キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二
重化，フックへの脱落防止金具取付けを施
し，逸走防止のインターロックを設けるとと
もに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフ
ェイルセイフ機構を有する構造とする。 
 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井ク
レーンは，脱輪防止装置を設け，地震時にも
落下することのない構造とするとともに，燃
料貯蔵プール上及び燃料仮置きピット上を通
過しない配置とし，万一のキャスクの落下の
場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しない
ようにする。燃◇6  
 
ｂ．使用済燃料輸送容器移送台車 
 使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動
運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うた
め逸走防止のインターロックを設けるととも
に，転倒し難い構造とする。燃◇6  
 
ｃ．燃料取出し装置 
 燃料取出し装置は，つりワイヤを二重化
し，フックに脱落防止機構を施すとともに，
電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失
時にも使用済燃料集合体が落下することのな
いフェイルセイフ機構を有する構造とする。 
 また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転と
し，運転を安全，かつ，確実に行うため使用
済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 燃料貯蔵設備 
（使用済燃料の崩壊熱除去に関係し
ない記載であるため省略する。） 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用
済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料
乾式貯蔵容器を保管する使用済燃料
乾式貯蔵建屋等からなり，想定され
るいかなる状態においても使用済燃
料が臨界に達することのない設計と
し，使用済燃料からの崩壊熱を適切
に除去する設計とする。また，「原
子力発電所内の使用済燃料の乾式キ
ャスク貯蔵について（平成４年８月
２７日原子力安全委員会了承）」の
要件を満足する設計とする。 
使用済燃料乾式貯蔵設備は，自然

冷却によって使用済燃料からの崩壊
熱を外部に放出できる構造とし，適 
切に熱を除去できる設計とする。 
（以降は使用済燃料の崩壊熱除去に
関係しない記載であるため省略す
る。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃①-1（P2,6 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-1（P4,5 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業指定基準規則 

使用済燃料の貯蔵

施設等 

第十七条 再処理

施設には、次に掲

げるところによ

り、使用済燃料の

受入れ施設（安全

機能を有する施設

に属するものに限

る。）及び貯蔵施

設（安全機能を有

する施設に属する

ものに限る。）を

設けなければなら

ない。 

一 使用済燃料を

受け入れ、又は貯

蔵するために必要

な容量を有するも

のとすること。燃

① 

二 冷却のための

適切な措置が講じ

られているもので

あること。燃② 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の記載として、許可に使用

済燃料の受け入れ能力を示しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉 26 条で要求されてい

る臨界防止は再処理 19 条に

ないため。 

再処理は4条で臨界防止を展

開する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とは使用済燃料

を貯蔵するための設計が異

なるため。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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 燃料取出しピット及び燃料仮置きピッ
ト内面は，漏水を防止するためステンレ
ス鋼を内張りし，下部に排水口を設けな
い構造とするとともに，ピットに接続さ
れた配管が破損してもピット水が流出し
ないように逆止弁を設置する設計とす
る。燃③-1-1,燃③-1-2 
また，万一のピット水の漏えいに対

し，漏えい検知装置を用いて漏えいを検
知する設計とし，漏えい水を使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ
移送できる設計とする。燃⑤-1 
さらに，燃料取出し設備の燃料取出し

ピット及び燃料仮置きピットのライニン
グは，万一の使用済燃料集合体の落下時
にも燃料取出しピット水及び燃料仮置き
ピット水の保持機能を失うような著しい
損傷を生じないようにする設計とする。
燃③-1-3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し，使用済燃料集合体のつかみ不良時及び荷
重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインタ
ーロックを設ける。燃◇6  
 
ｄ．燃料取出しピット及び燃料仮置きピット 
 燃料取出しピット及び燃料仮置きピット
は，鉄筋コンクリート造の構造物で，十分な
耐震性を有する設計とする。燃◇9  
 壁及び底部は，遮蔽を考慮した厚さとする
とともに，使用済燃料集合体のつり上げ時に
も使用済燃料集合体の頂部までの水深を約２
ｍ以上確保する。燃◇10  
ピット内面は，漏水を防止するためステン

レス鋼を内張りし，下部に排水口を設けない
構造とするとともに，ピットに接続された配
管が破損してもピット水が流出しないように
逆止弁を設置する。燃③-1-2 
 
 
また，万一のピット水の漏えいに対し，漏

えい検知装置を設けるとともに漏えい水を使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系へ移送できる設計とする。燃⑤-1 
 

 さらに，燃料取出しピット及び燃料仮置き
ピットのライニングは，万一の使用済燃料集
合体の落下時にも燃料取出しピット水及び燃
料仮置きピット水の保持機能を失うような著
しい損傷を生じないようにする。燃③-1-3 
 
ｅ．燃料仮置きラック 
 燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を
取ることにより， 大容量まで使用済燃料集
合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間
距離がラック内で 小となるような厳しい状
態等，技術的に見て想定されるいかなる場合
でも未臨界を保つ構造とする。 
また，実効増倍率の計算に当たっては，燃

料の燃焼により生成するプルトニウムの寄与
を考慮するとともに，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設で受け入れるＢＷＲ燃料集合
体，ＰＷＲ燃料集合体の中でそれぞれ も厳
しい構造を持つ燃料集合体の冷却期間を０年
とする。燃◇3  
 
ｆ．防染バケット 
 防染バケットは，キャスク外表面の汚染低
減のためにキャスクを燃料取出しピットに沈
める際に使用する。 
防染バケットは，キャスクを収納し，つり

上げるために十分な強度を有する設計とする
とともに横転することのない構造とする。燃
◇11  

 
2. 燃料貯蔵設備 
（水のあふれ，又は漏れない構造に
関係しない記載であるため省略す
る。） 

使用済燃料プールは，内面をステ
ンレス鋼内張りに施設することによ
り，燃料体等の取扱中に想定される 
燃料体等の落下及び重量物の落下に
より機能を失うような損傷が生じな
い設計とする。 
（以降の燃料体等や重量物の落下に
対する方針は，再処理では「第十八
条（搬送設備）」の比較対象となる
記載であるため省略する。） 
 
4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
（4.1～4.5 は水のあふれ，又は漏れ
ない構造に関係しない記載であるた
め省略する。） 

4.6 使用済燃料プール接続配管 
使用済燃料プール水の漏えいを防

止するため，使用済燃料プールには
排水口を設けない設計とし，使用 
済燃料プールに接続された配管には
真空破壊弁を設け，配管が破損して
も，サイフォン効果により，使用 
済燃料プール水が継続的に流出しな
い設計とする。 
（以降は重大事故等対処設備に関す
る記載であるため省略する。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃③-1-1（P4 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計上の考慮とし

て、許可に漏えい水の廃液処理系への

移送を記載しているため。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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（1.1.2 使用済燃料の貯蔵施設の続き） 

使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受
入れ設備から移送された使用済燃料集合
体をせん断処理施設に送り出すまでの間
貯蔵する設備であり，燃料移送設備，燃
料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水
浄化・冷却設備及び補給水設備で構成す
る。 

燃料移送設備は，燃料移送水中台車を
用いて，バスケットに収納された使用済
燃料集合体又は燃料収納缶に収納された
使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃
料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，
燃料送出し設備間の移送を行う設計とす
る。 
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から

燃料移送水中台車で移送した使用済燃料
集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いて
バスケットから取り出し，平均濃縮度が
2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プール
の低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納
し，貯蔵する設計とする。 

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの
及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃
料収納缶に収納した状態で燃料移送水中
台車を用いて燃料貯蔵設備に移送し，燃
料取扱装置の補助ホイストで取り扱い，
燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯蔵
ラックに収納し，貯蔵する設計とする。

 なお，ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せ
ん断前の処理のため１体ずつ燃料取扱装
置を用いてチャンネルボックス・バーナ
ブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又は
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＣＢ及びＢＰ（以下「Ｃ
Ｂ・ＢＰ」という。）用）へ移送し，Ｃ
Ｂを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻
す設計とする。

 また，ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰ
は，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ
－ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ
ト（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計とす
る。
 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ

その後，燃料取出し装置を用いて使用
済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバ
スケットに収納し，移送した後，燃料取
扱装置を用いて使用済燃料集合体をバス
ケットから取出し，燃料貯蔵プール内の
燃料貯蔵ラックへ移送し，貯蔵する。燃
□4

使用済燃料集合体は，平均濃縮度が
2.0ｗｔ％以下のものは，低残留濃縮度
燃料貯蔵ラックに，平均濃縮度が 2.0ｗ
ｔ％を超え，3.5ｗｔ％以下の燃料及び
著しい漏えいのある破損燃料は，高残留
濃縮度燃料貯蔵ラックに貯蔵する。燃□4  

送り出し前の処理として使用済燃料集
合体をチャンネルボックス・バーナブル
ポイズン取扱いピット(ＣＢ用又はＣ
Ｂ・ＢＰ用）に移送し，ＣＢを取り外
す。燃□4  

また，燃料貯蔵プールでＢＰを取り外
す。燃□4  

取り外したＣＢ・ＢＰは，固体廃棄物
の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設

3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 
(１) 系統構成
使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受入れ

設備から移送された使用済燃料集合体をせん
断処理施設に送り出すまでの間貯蔵する設備
であり，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料
送出し設備，プール水浄化・冷却設備及び補
給水設備で構成する。 

燃料移送設備は，燃料移送水中台車を用い
て，バスケットに収納された使用済燃料集合
体又は燃料収納缶に収納された使用済燃料集
合体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移
送及び燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移
送を行う。 

燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から燃料
移送水中台車で移送した使用済燃料集合体を
１体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットか
ら取り出し，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のも
のは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯
蔵ラックに収納し，貯蔵する。 

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの及び著
しい漏えいのある破損燃料は，燃料収納缶に
収納した状態で燃料移送水中台車を用いて燃
料貯蔵設備に移送し，燃料取扱装置の補助ホ
イストで取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留
濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。 

なお，ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断
前の処理のため１体ずつ燃料取扱装置を用い
てチャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ及
びＢＰ（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用）
へ移送し，ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラ
ックへ戻す。 

また，ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，
せん断前の処理のために燃料貯蔵プ－ルで燃
料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボ
ックス・バーナブルポイズン取扱ピット（Ｂ
Ｐ用）又はチャンネルボックス・バーナブル
ポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送
する。 

取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン取扱ピットにおい

1. 燃料取扱設備
燃料体等の取扱設備は，燃料取替

機，原子炉建屋クレーン，チャンネ
ル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵建
屋天井クレーンで構成し，燃料取替
機，原子炉建屋クレーン及びチャン
ネル着脱機は，新燃料を原子炉建屋
原子炉棟に搬入してから原子炉建屋
原子炉棟外へ搬出するまで，燃料体
等を安全に取り扱うことができる設
計とする。
（以降は個別機器の設計方針である
ため省略する。） 

2. 燃料貯蔵設備
（施設構成に関係しない記載である
ため省略する。） 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用
済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料
乾式貯蔵容器を保管する使用済燃料 
乾式貯蔵建屋等で構成し，使用済燃
料乾式貯蔵容器内のバスケットは，
中性子吸収材であるほう素を添加し 
た材料を適切に配置するとともに，
適切な燃料間距離を保持することに
より，燃料集合体を全容量収納し，
容器内の燃料位置等について想定さ
れるいかなる場合でも実効増倍率を
0.95 以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を 
防止できる設計とする。 
（以降は施設構成に関係しない記載
であるため省略する。） 

1. 燃料取扱設備
（燃料を一体ずつ取り扱うことに関
係しない記載であるため省略す
る。） 

燃料取替機及びチャンネル着脱機
は，燃料体等を一体ずつ取り扱う構
造とすることにより，臨界を防止す 
る設計とし，燃料体等の検査等を行
う際に水面に近づいた状態であって
も，燃料体等からの放射線の遮蔽に 
必要な水深を確保できる設計とす
る。 
原子炉建屋クレーンは，未臨界性

を確保した容器に収納して吊り上げ
る場合を除き，燃料体等を取り扱う 
場合は，一体ずつ取り扱う構造と
し，臨界を防止する設計とする。 
（以降は燃料を一体ずつ取り扱うこ
とに関係しない記載であるため省略
する。） 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計上の考慮とし

て、許可に使用済燃料の受入れ・貯蔵

の方法を記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「安全に取り扱う」は、発電炉

の技術基準規則解釈および発電

炉の設置、運転等に関する規則

の用語であり、再処理の技術基

準規則にない表現である。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉 26 条で要求されてい

る臨界防止は再処理 19 条に

ないため。 

再処理は4条で臨界防止を展

開する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉 26 条で要求されてい

る遮蔽は再処理 19 条にない

ため。 

再処理は 27 条で遮蔽を展開

する。 

【許可からの変更点】

記載の適正化

【許可からの変更点】

記載の適正化
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トにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レ
ベル固体廃棄物処理設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容し
た後，容器に詰める設計とする。 

この容器を燃料取扱装置，燃料移送水
中台車及び燃料取出し装置を用いて燃料
取出しピットへ移送し，運搬容器に収納
し，トレーラトラックで低レベル固体廃
棄物処理設備（チャンネルボックス・バ
ーナブルポイズン処理建屋）へ移送する
設計とする。 
 

 燃料送出し設備は，バスケットに収納
され，燃料貯蔵設備から燃料送出しピッ
トに移送された使用済燃料集合体を，バ
スケット単位でバスケット取扱装置を用
いてバスケット仮置き架台に一時仮置き
した後，バスケット搬送機に装荷し，せ
ん断処理施設に送り出す設計とする。 
 
 
 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃
料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去
し，燃料取出しピット，燃料仮置きピッ
ト，燃料貯蔵プール，チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱いピット，
燃料移送水路及び燃料送出しピット（以
下、「燃料貯蔵プール・ピット等」とい
う。）の水を冷却するとともに，ろ過装
置及び脱塩装置でろ過及び脱塩して，水
の純度及び透明度を維持する設計とす
る。 
 補給水設備は，燃料取出し準備設備，
プール水浄化系，燃料貯蔵プール・ピッ
ト等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃
棄施設（低レベル廃液処理設備の一部）
及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵
系の一部）に水を補給する設計とする。
燃⑥-3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃料貯蔵プールは，ＢＷＲ使用済燃料

集合体 1,500ｔ･ＵＰｒ(うち，使用済燃料

備へ移送する。燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 燃料送り出しは，燃料取扱装置により
使用済燃料集合体を燃料貯蔵ラックから
取り出し，燃料移送水中台車上のバスケ
ットに収納し，燃料送出しピットへ移送
する。バスケット取扱装置によりバスケ
ットごとバスケット仮置き架台に仮置き
した後，バスケット搬送機に装荷し，せ
ん断処理施設へ送り出す。燃□4  
 
 プ－ル水浄化・冷却設備は，使用済燃
料から発生する崩壊熱の除去及び燃料貯
蔵プール・ピット等の水の浄化を行う。
燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 補給水設備は，燃料貯蔵プール・ピッ
ト等へ水を供給する。燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄
物処理設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）
を用いて切断，減容した後，容器に詰める。 
 
この容器を燃料取扱装置，燃料移送水中台

車及び燃料取出し装置を用いて燃料取出しピ
ットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラ
トラックで低レベル固体廃棄物処理設備（チ
ャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋）へ移送する。 
 

 
 燃料送出し設備は，バスケットに収納さ
れ，燃料貯蔵設備から燃料送出しピットに移
送された使用済燃料集合体を，バスケット単
位でバスケット取扱装置を用いてバスケット
仮置き架台に一時仮置きした後，バスケット
搬送機に装荷し，せん断処理施設に送り出
す。 
 
 
 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料か
ら発生する崩壊熱を熱交換器で除去し，燃料
貯蔵プール・ピット等の水を冷却するととも
に，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩し
て，水の純度及び透明度を維持する。 
 
 
 
 
 
 
 補給水設備は，燃料取出し準備設備，プー
ル水浄化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃
焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レ
ベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の
廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一部）に水を補給
する。燃⑥-3-2 
 
 プール水冷却系及び補給水設備は，それら
を構成する動的機器の単一故障を仮定しても
安全を確保するように多重化する。燃◇4  
 
 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の臨界安全
管理表を第３－４表に示す。燃◇3  
 使用済燃料貯蔵設備のうち使用済燃料の受
入れ及び貯蔵に必要な設備は，再処理設備本
体の運転開始に先立ち使用できる設計とす
る。燃◇17  
 
 (２) 主要設備 
 ａ．燃料貯蔵プール，チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット，燃料移

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 燃料貯蔵設備 
（貯蔵容量に関係しない記載である
ため省略する。） 

使用済燃料プールは，約 290 ％炉
心分の燃料の貯蔵が可能であり，さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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集合体平均濃縮度が 2.0wt％を超えるも
の 11.8ｔ･ＵＰｒ），ＰＷＲ使用済燃料
集合体 1,500ｔ･ＵＰｒ(うち，使用済燃料
集合体平均濃縮度が 2.0wt％を超えるも
の 27.6ｔ･ＵＰｒ），合計貯蔵容量 3,000
ｔ・ＵＰｒを有し， 大再処理能力 800
ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対して受け入
れた燃料を３年間以上貯蔵することがで
きる設計とする。燃①-2 
 
 
燃料貯蔵プール，チャンネルボック

ス・バーナブル ポイズン取扱ピット，燃
料移送水路及び燃料送出しピット（以下
「燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピ
ット等」という。）の内面は，漏水を防
止するためステンレス鋼を内張りし，さ
らに，排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接す
るピット等に接続された配管が破損して
もプール水が流出しないように逆止弁を
設置する設計とする。燃③-2-1,燃③-2-2 
 なお，万一のプール水の漏えいに対
し，燃料貯蔵プール及びこれに隣接する
ピット等には漏えい検知装置を設けて漏
えいを検知する設計とし，漏えい水を使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液
処理系へ移送できる設計とする。燃⑤-2 
 
 
 
さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣

接するピット等のライニングは，万一の
使用済燃料集合体の落下時にもプール水
の保持機能を失うような著しい損傷を生
じないようにする設計とする。燃③-2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

送水路及び燃料送出しピット 
 燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バ
ーナブル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路
及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プー
ル及びこれに隣接するピット等」という。）
は，鉄筋コンクリート造の構造物で，十分な
耐震性を有する設計とする。燃◇9  
 また，壁及び底部は遮蔽を考慮した厚さと
するとともに，使用済燃料集合体のつり上げ
時にも使用済燃料集合体の頂部までの水深を
約２ｍ以上確保する。燃◇10  
 燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット
等の内面は，漏水を防止するためステンレス
鋼を内張りし，さらに，排水口を設けない構
造とするとともに，燃料貯蔵プール及びこれ
に隣接するピット等に接続された配管が破損
してもプール水が流出しないように逆止弁を
設置する。燃③-2-2 
 
 
 
 
 なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃
料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等に
は漏えい検知装置を設け，漏えい水を使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ
移送できる設計とする。燃⑤-2 
 また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及
び温度警報装置を設け，計測制御系統施設の
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室に警報を発する設計とする。燃◇12  
 さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接す
るピット等のライニングは，万一の使用済燃
料集合体の落下時にもプール水の保持機能を
失うような著しい損傷を生じないようにす
る。燃③-2-3 
 なお，燃料送出しピットは，後続する建物
との接続工事施工により閉じ込め及び遮蔽の
機能が損なわれないように予備的措置を施
す。燃◇17  
 ｂ．燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス
ケット仮置き架台 
 燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケッ
ト仮置き架台は，適切な燃料間隔をとること
により， 大容量まで使用済燃料集合体を収
納した場合に，通常時及び燃料間距離がラッ
ク内で 小となるような厳しい状態等，技術
的に見て想定されるいかなる場合でも未臨界
に保つ構造とする。 
また，実効増倍率の計算に当たっては，燃

料の燃焼により生成するプルトニウムの寄与
を考慮するとともに，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設で受け入れるＢＷＲ燃料集合

らに放射化された機器等の貯蔵及び 
取扱いができるスペースを確保した
設計とする。なお，通常運転中，全
炉心の燃料体等を貯蔵できる容量を 
確保できる設計とする。 
（以降は貯蔵容量に関係しない記載
であるため省略する。） 
 

2. 燃料貯蔵設備 
（水のあふれ，又は漏れない構造に
関係しない記載であるため省略す
る。） 

使用済燃料プールは，内面をステ
ンレス鋼内張りに施設することによ
り，燃料体等の取扱中に想定される 
燃料体等の落下及び重量物の落下に
より機能を失うような損傷が生じな
い設計とする。 
（以降の燃料体等や重量物の落下に
対する方針は，再処理では「第十八
条（搬送設備）」の比較対象となる
記載であるため省略する。） 
 
 
4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
（4.1～4.5 は水のあふれ，又は漏れ
ない構造に関係しない記載であるた
め省略する。） 

4.6 使用済燃料プール接続配管 
使用済燃料プール水の漏えいを防

止するため，使用済燃料プールには
排水口を設けない設計とし，使用 
済燃料プールに接続された配管には
真空破壊弁を設け，配管が破損して
も，サイフォン効果により，使用 
済燃料プール水が継続的に流出しな
い設計とする。 
（以降は重大事故等対処設備に関す
る記載であるため省略する。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃①-2（P2,21 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
燃③-2-1（P4 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計上の考慮とし

て、許可に漏えい水の廃液処理系への

移送を記載しているため。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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 プール水浄化・冷却設備は，プール水
冷却系及びプール水浄化系で構成する。 
プール水冷却系は，２系列あり，熱交

換器３基及びポンプ３台を設置する設計
とする。 
プール水は，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系からプール水冷却系
に供給する冷却水と熱交換器を介して熱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体，ＰＷＲ燃料集合体の中でそれぞれ も厳
しい構造を持つ燃料集合体の冷却期間を０年
とする。燃◇3  
 高残留濃縮度燃料貯蔵ラックは，燃料収納
缶に収納した燃料を貯蔵する設計とする。 
 また，バスケット仮置き架台は，バスケッ
トを支持し，転倒を防止できる構造とする。
燃◇11  
 ｃ．燃料取扱装置 
 燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化し，
フックに脱落防止機構を施すとともに，電源
喪失時及びつかみ具駆動用の空気源喪失時に
も使用済燃料集合体が落下することのないフ
ェイルセイフ機構を有する構造とする。 
 また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，
運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃
料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃
料のつかみ不良又は荷重異常時のつり上げ防
止及び逸走防止のインターロックを設ける。
燃◇6  
 ｄ．燃料移送水中台車 
 燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，
運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止
のインターロックを設けるとともに，転倒し
難い構造とする。燃◇6  
 ｅ．バスケット取扱装置 
 バスケット取扱装置は，つり上げ機構を二
重化し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源
喪失時にもバスケットが落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。 
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転
とし，運転を安全，かつ，確実に行うためバ
スケットのつり上げ高さを 0.35ｍ以下とし，
バスケット落下防止のインターロックを設け
る。燃◇6  
 ｆ．バスケット搬送機 
 バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重
化し，電源喪失時にもバスケットが下降しな
い構造とする。 
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転

とし，運転を安全，かつ，確実に行うため転
倒防止及び逸走防止のインターロックを設け
る。燃◇6  
 ｇ．プール水浄化・冷却設備 
 プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却
系及びプール水浄化系で構成する。 
 プール水冷却系は，２系列あり，熱交換器
３基及びポンプ３台を設置する。 
 
プール水は，その他再処理設備の附属施設

の安全冷却水系からプール水冷却系に供給す
る冷却水と熱交換器を介して熱交換し，冷却

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
4.1 燃料プール冷却浄化系 

使用済燃料プールは，燃料プール
冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却
浄化系熱交換器，フィルタ脱塩器等
で構成する燃料プール冷却浄化系を
設け，通常運転時，運転時の異常な
過渡変化時及び設計基準事故時にお
いて，使用済燃料からの崩壊熱を除
去するとともに，使用済燃料プール

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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交換し，冷却する設計とする。 
 プール水冷却系は，燃料貯蔵プール・
ピット等に使用済燃料集合体を容量いっ
ぱいに貯蔵した場合でも，１系列で崩壊
熱を除去し，燃料貯蔵プール水温を 65℃
以下に保ち，燃料貯蔵プール・ピット等
の構造物の健全性を維持できる設計とす
る。燃②-2 
 

 
２系列運転の場合は，燃料貯蔵プール

の水温を 50℃以下に維持する設計とす
る。燃②-2 
 
 
プール水浄化系は，水の純度及び透明

度を維持するため、燃料取出しピット，
燃料仮置きピット及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピットの越
流せきから越流するプール水をポンプで
昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及
び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料
仮置きピット及びチャンネルボックス・
バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設
計とするととともに、燃料貯蔵プール及
び燃料送出しピットから越流するプール
水を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置
で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料
送出しピットへ戻す設計とする。燃④ 
 
 
 
 

 補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水
を燃料取出し準備設備，プール水浄化
系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度
計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レ
ベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄
物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一部）に
それぞれの要求に応じて補給でき，プー
ル水位を所定のレベルに保つことによ
り，プール水による崩壊熱の除去機能及
び遮蔽機能が確保できる設計とする。燃
②-2 
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水
を回収・貯蔵するとともに，その他再処
理設備の附属施設の純水貯槽から純水を
必要に応じ補給する設計とする。燃②-2 
 
プール水の冷却に必要な安全冷却水系

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
用）については，「7.4 冷却水設備」に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

される。 
 プール水冷却系は，通常は２系列を運転す
るが，１系列の運転でも年間 1,000ｔ・ＵＰｒ

の使用済燃料集合体（冷却期間：１年，燃焼
度：平均 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ）を受け入
れ，燃料貯蔵プールに 3,000ｔ・ＵＰｒが貯蔵
された場合の燃◇13崩壊熱を除去し，燃料貯蔵
プール水温を 65℃以下に保ち，燃料貯蔵プー
ル・ピット等の構造物の健全性を維持できる
設計とする。燃②-2 
２系列運転の場合は，燃料貯蔵プールの水

温を 50℃以下に維持する。燃②-2 
 また，プール水冷却系は，非常用所内電源
系統に接続し，外部電源喪失時にも崩壊熱の
除去機能が確保できる設計とする。燃◇5  
 プール水浄化系は，燃料取出しピット，燃
料仮置きピット及びチャンネルボックス・バ
ーナブルポイズン取扱ピットの越流せきから
越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装
置及び脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料
取出しピット，燃料仮置きピット及びチャン
ネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ
トへ戻す。また，燃料貯蔵プール及び燃料送
出しピットから越流するプール水は，ポンプ
で昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃
料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ戻す。
燃④ 
 
 
 プール水浄化・冷却設備系統概要図を第３
－12 図に示す。燃◇2  
 
 ｈ．補給水設備 
 補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃
料取出し準備設備，プール水浄化系，燃料貯
蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体
廃棄物の廃棄施設（低レベル廃液処理設備の
一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯
蔵系の一部）にそれぞれの要求に応じて補給
する。燃②-2 
 
 
 
 
 補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設廃液処理系で処理した水を回収・
貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属
施設の純水貯槽から純水を必要に応じ補給す
る。燃②-2 
 
 また，補給水設備は，非常用所内電源系統
に接続し，外部電源喪失時にも燃料貯蔵プー
ル・ピット等への水の補給ができ，プール水

水を浄化できる設計とする。 
また，補給水ラインを設け，使用

済燃料プール水の補給が可能な設計
とする。 
さらに，全炉心燃料を使用済燃料

プールに取り出した場合や燃料プー
ル冷却浄化系で使用済燃料プール水
の冷却ができない場合は，残留熱除
去系を用いて使用済燃料からの崩壊
熱を除去できる設計とする。 
燃料プール冷却浄化系熱交換器で

除去した熱は，原子炉補機冷却系を
経て， 終的な熱の逃がし場である
海へ輸送できる設計とする。 
（4.2～4.4 は重大事故等対処設備に
関する記載であるため省略する。） 
4.5 使用済燃料プールの水質維持 

使用済燃料プールは，使用済燃料
からの崩壊熱を燃料プール冷却浄化
系熱交換器で除去して使用済燃料プ
ール水を冷却するとともに，燃料体
の被覆が著しく腐食するおそれがな
いよう燃料プール冷却浄化系のフィ
ルタ脱塩器で使用済燃料プール水を
ろ過脱塩して，使用済燃料プール，
原子炉ウェル等の水の純度，透明度
を維持できる設計とする。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-2（P4 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とは使用済燃料

を冷却するための設計が異

なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の記載として、許可に補

給水槽へ供給する水の種類を示している

ため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計として、許可に安

全冷却水系を使用してプール水を冷却し

ているため。 

【許可からの変更点】 
補給水設備の第 19 条第 1 項第 1 号適

合の説明性向上のため記載を拡充した。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 
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示す。燃②-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

による崩壊熱の除去機能及び遮蔽機能が確保
できる設計とする。燃◇5  
 補給水設備系統概要図を第３－13 図に示
す。燃◇2  
 
3.1.5   試験・検査燃◇18  
 (１) 安全上重要な施設の使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋天井クレーン，プール水冷却系
及び補給水設備は，定期的に試験及び検査を
実施する。燃料貯蔵ラック等の安全上重要な
機器は，据付け検査，外観検査等の品質保証
活動のもとに据付けを行う。 
 (２) 燃料貯蔵プールの水位及び水温は，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室で常時監視し，燃料貯蔵プール水は定期的
に分析する。 
 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井ク
レーン，プール水冷却系及び補給水設備は，
定期的に巡視点検を行い，その健全性を確認
する。 
 
3.1.6 評  価燃◇14  
 (１) 臨界安全 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，
使用済燃料集合体の平均濃縮度に応じて，相
互間隔を適切に維持するラック又はバスケッ
トに使用済燃料集合体を収納する設計として
おり，容量いっぱいに収納した場合でも，通
常時はもとより，技術的に見て想定されるい
かなる場合でも未臨界となるように設計して
いるので臨界安全が確保できる。 
 (２) 閉じ込め 
 燃料貯蔵プール・ピット等はステンレス鋼
を内張りし，排水口を設けない設計とする。
また，プール水浄化・冷却設備は，越流せき
から越流した水をポンプで循環する構造と
し，プール水等の戻りの配管には逆止弁を設
けるので，万一のプール水浄化・冷却設備の
破損を想定してもプール水等が流出すること
はなく，水位は越流せきより低下することは
ない。 
 また，万一のプール水等の漏えいを監視す
るため，漏えい検知装置及び水位警報装置を
設けるとともに，漏えい水を使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送でき
る設計としているので，放射性物質の十分な
閉じ込め機能を確保できる。 
 (３) 崩壊熱除去 
 燃料貯蔵プール・ピット等は，プール水冷
却系を２系列設けており，使用済燃料集合体
を容量いっぱいに貯蔵した場合でも，１系列
でプール水温度を 65℃以下に維持できる設計
としているので，崩壊熱を十分に除去するこ
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とができる。 
 また，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫は，自然冷却を考慮した設計としてお
り，容量いっぱいにキャスクを保管しても構
造物の健全性を維持できる設計としているの
で，崩壊熱を十分に除去できる。 
 (４) 単一故障 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補
給水設備は，それらを構成するポンプ等の動
的機器を多重化しているので，単一故障を仮
定してもプール水による崩壊熱の除去機能及
び遮蔽機能を確保できる。  
 (５) 外部電源喪失 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及び補
給水設備は，非常用所内電源系統に接続でき
る設計としているので，外部電源が喪失した
場合でもプール水による崩壊熱の除去機能及
び遮蔽機能を確保できる。  
 (６) 貯蔵容量 
 燃料貯蔵プールは，貯蔵容量 3,000ｔ・ＵＰ

ｒを有する設計としているので， 大再処理能
力での再処理に対して受け入れた燃料を３年
間以上貯蔵することができる。 
 (７) 落下防止 
 燃料取扱装置等の移送機器は，つりワイヤ
の二重化，駆動源喪失時におけるつり荷の保
持機構，逸走防止等のインターロックを設け
ているので，移送物の落下，転倒等を防止す
ることができる。 
 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井ク
レーンは，燃料貯蔵プール上を通過しない配
置としているので，貯蔵燃料への重量物の落
下を防止することができる。 
 (８) 試験及び検査 
 安全上重要な施設の使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋天井クレーンは，安全機能を損なうこ
となく定期的な試験及び検査ができる。 
安全上重要な施設のプール水冷却系及び補

給水設備は，ポンプを多重化する設計とする
ので，安全機能を損なうことなく定期的な試
験及び検査ができる。 
 (９) その他   
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，
後続の建物との接続工事施工時に閉じ込め及
び遮蔽の機能が損なわれないように予備的措
置を施すので，再処理設備本体の運転開始に
先立ち使用する場合においても安全機能が確
保できる。 
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 (２) 主要な設備及び機器の種類燃□5  
(ⅰ) 設計基準対象の施設 
 (ａ) 使用済燃料受入れ設備 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 
  
 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫 
 
 保管容量  30 基 
 空使用済燃料輸送容器保管庫 
 保管容量  32 基 
（うち１基分通路と兼用） 
 使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ
ーン 
 
１ 台 

 
 使用済燃料輸送容器移送台車 
 
 １ 式 
 
燃料取出し設備 
  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ
ーン 
 
 ２ 台（１台／系列） 
 
 防染バケット 
２ 基（１基／系列） 

 燃料取出しピット 
 
２ 基（１基／系列） 
 

 燃料仮置きピット 
 
２ 基（１基／系列） 
 

 燃料仮置きラック 
 燃焼度計測前燃料仮置きラック 
  
２ 基（１基／系列） 
 
 
 

  容量 ＢＷＲ使用済燃料集合体 49
体及びＰＷＲ使用済燃料集合体 19 体／
基 
 燃焼度計測後燃料仮置きラック    
 
２ 基（１基／系列） 
 
 

第３－１表  使用済燃料受入れ設備の主要設
備の仕様燃◇8  
 
 (１) 使用済燃料輸送容器受入れ・保管設
備＊ 
 ａ．使用済燃料輸送容器保管庫 
 (ａ) 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫 
   種類  自然空冷式 
   容量  30 基 
 (ｂ) 空使用済燃料輸送容器保管庫 
   容量  32 基（うち１基分通路と兼用) 
 
 ｂ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ
ーン 
   種類  天井走行形 
   台数  １ 
   容量  約 150t 
 ｃ．使用済燃料輸送容器移送台車 
   種類  床面軌道走行形 
   台数  １ 
   容量  約 150t 
 (２) 燃料取出し設備＊ 
 ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ
ーン 
   種類  天井走行形 
   台数  ２（１台／系列×２系列） 
   容量  約 150t／台 
 
 
 ｂ．燃料取出しピット 
   種類  水プール式 
   基数  ２（１基／系列×２系列） 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 ｃ．燃料仮置きピット 
   種類  水プール式 
   基数  ２（１基／系列×２系列） 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 ｄ．燃料仮置きラック 
 (ａ) 燃焼度計測前燃料仮置きラック 
   種類  たて置ラック式 
   基数  ２（１基／系列×２系列） 
   ラック格子の中心間距離   

約 21.5cm（ＢＷＲ燃料収納部） 
約 47.0cm（ＰＷＲ燃料収納部） 

   容量   ＢＷＲ使用済燃料集合体 49 体
及びＰＷＲ使用済燃料集合体 19 体／基 
   主要材料  ステンレス鋼 
 (ｂ) 燃焼度計測後燃料仮置きラック 
   種類  たて置ラック式 
   基数  ２（１基／系列×２系列） 
   ラック格子の中心間距離 

約 21.5cm（ＢＷＲ燃料収納部） 
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容量 ＢＷＲ使用済燃料集合体 49 体
（うち高残留濃縮度燃料貯蔵ラック貯蔵
燃料用１体）及びＰＷＲ使用済燃料集合
体 19 体（うち高残留濃縮度燃料貯蔵ラ
ック貯蔵燃料用１体）／基 

燃料取出し装置 

２ 台（１台／系列） 

使用済燃料輸送容器保守設備 
保守室天井クレーン 

１ 台 

除染移送台車 

１ 台 

除染室天井クレーン 

１ 台 

 (ｂ) 使用済燃料貯蔵設備 
燃料貯蔵プール 

３ 基（ＢＷＲ燃料用１基，ＰＷＲ燃
料用１基，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用
１基） 

チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン取扱ピット 

３基（チャンネルボックス用１基，バ
ーナブルポイズン用１基，チャンネルボ
ックス及びバーナブルポイズン用１基） 

約 47.0cm（ＰＷＲ燃料収納部） 
容量  ＢＷＲ使用済燃料集合体 49 体

（うち１体は高残留濃縮度燃料貯蔵ラック貯
蔵燃料用）及びＰＷＲ使用済燃料集合体 19 体
（うち１体は高残留濃縮度燃料貯蔵ラック貯
蔵燃料用）／基 

主要材料 ステンレス鋼
ｅ．燃料取出し装置 

種類 床面走行橋形 
台数 ２（１台／系列×２系列） 
容量 燃料集合体１体／台 

ｆ．防染バケット 
種類 たて置円筒形 
台数 ２（１台／系列×２系列） 
主要材料 ステンレス鋼

(３) 使用済燃料輸送容器保守設備＊
ａ．保守室天井クレーン

種類 天井走行形 
台数  １ 
容量  約 125t 

ｂ．除染移送台車 
種類 床面軌道走行形 
台数  １ 
容量  約 110t 

ｃ．除染室天井クレーン 
種類 天井走行形 
台数  １ 
容量  約 10t 

注）＊印の設備は，再処理設備本体の運転
開始に先立ち使用する。 

第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主要設備
の仕様燃◇8  

(１) 燃料貯蔵設備＊
ａ．燃料貯蔵プール

種類 水プール式 
基数 ３（ＢＷＲ燃料用１基，ＰＷ

Ｒ燃料用１基，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用
１基） 

容量  3,000ｔ・ＵＰｒ／３基 
ライニング材料 ステンレス鋼

ｂ．チャンネル ボックス・バーナブル ポ
イズン取扱ピット

種類 水プール式 
基数 ３（ＣＢ用１基，ＢＰ用１

基，ＣＢ及びＢＰ用１基） 
ライニング材料 ステンレス鋼

ｃ．燃料取扱装置 
種類 床面走行橋形 
台数 ３（ＢＷＲ燃料用１台，ＰＷ

Ｒ燃料用１台，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用
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 燃料貯蔵ラック 
  高残留濃縮度燃料貯蔵ラック １ 
式（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5ｗ
ｔ％以下） 
  低残留濃縮度燃料貯蔵ラック １ 
式（使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0ｗ
ｔ％以下） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 燃料移送水中台車 
 
２ 台 
 

 燃料移送水路 
 
１ 基 
 

 燃料取扱装置 
３ 台 

 燃料送出しピット 
 
１ 基 
 

 バスケット  １ 式 
 バスケット仮置き架台 
 
１ 式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１台） 
   容量  燃料集合体１体／台 
  ｄ．燃料貯蔵ラック 

    名

称 

 

項目  

   

低残留

濃縮度 

BWR燃

料貯蔵 

ラック 

低残留

濃縮度 

PWR燃

料貯蔵 

ラック 

高残留

濃縮度 

BWR燃

料貯蔵 

ラック 

高残留

濃縮度 

PWR燃

料貯蔵 

ラック 

種  

類 

たて置

ﾗｯｸ式 

たて置

ﾗｯｸ式 

たて置

ﾗｯｸ式 

たて置

ﾗｯｸ式 

基  

数 
60 63 2 3 

ﾗｯｸ 格

子の中

心間距

離 

約18.8

cm 

約31.0

cm 

約35.0

cm 

約47.5

cm 

容  

量 

143体

／基 

56体／

基 

30体／

基 

20体／

基 

主要材

料 

ステン

レス鋼 

ステン

レス鋼 

ステン

レス鋼 

ステン

レス鋼 

 (２) 燃料移送設備＊ 
 ａ．燃料移送水中台車 
   種類  軌道走行形 
   台数  ２（１台／系列×２系列） 
   主要材料  ステンレス鋼 
 ｂ．燃料移送水路 
   種類  水プール式 
   基数  １ 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 (３) 燃料送出し設備 
 
 ａ．燃料送出しピット＊  
   種類  水プール式 
   基数  １ 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 
  ｂ．バスケット仮置き架台＊  
      種類  水平挿入ラック式 
    容量  バスケット 34 基 
    主要材料  ステンレス鋼 
 ｃ．バスケット＊＊ 

    名 称 

項 目     

ＢＷＲ燃料

用バスケット 

ＰＷＲ燃料

用バスケット 

種    類 
たて置バス

ケット式 

たて置バス

ケット式 

基    数 15 15 

バスケット格子 

の中心間距離        約21.3cm 約35.0cm 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（19 / 22） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 

 バスケット取扱装置 
 
１ 台 
 

 バスケット搬送機 
 
２ 台（１台／系列） 
 
プール水浄化・冷却設備  １ 式 

  
熱交換器 
 
３ 基 

 容量  約 1.8×10７kcal／h／基 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補給水設備  １ 式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

容    量 ９体／基 ４体／基 

主 要 材 料 
ステンレス

鋼 

ステンレス

鋼 

ｄ．バスケット取扱装置 
   種類  床面走行橋形 
   台数  １ 
   容量  バスケット１基 
 ｅ．バスケット搬送機 
   種類  軌道走行形 
   台数  ２（１台／系列×２系列） 
   容量  バスケット１基／台   
  (４) プール水浄化・冷却設備＊ 
 ａ．プール水冷却系 
 (ａ) 熱交換器 
   種類  たて置Ｕ字管式 
   基数  ３（うち１基は予備） 
   容量  約 1.8×10７kcal／ｈ／基 
 (ｂ) ポンプ 
   種類  うず巻式 
   台数  ３（うち１台は予備） 
   容量  約 1,600ｍ3／ｈ／台 
 ｂ．プール水浄化系 
 (ａ) ろ過装置 
   種類  中空糸膜式 
   基数  ２ 
   容量  約 80ｍ3／ｈ／基 
 (ｂ) 脱塩装置 
   種類  混床式 
   基数  ２ 
   容量  約 160ｍ3／ｈ／基 
 (ｃ) ポンプ 
   種類  うず巻式 
   台数  ４ 
   容量  約 80ｍ3／ｈ／台 (２台) 
       約 160ｍ3／ｈ／台 (２台) 
 (５) 補給水設備＊ 
 ａ．補給水槽 
   種類  ライニング槽 
   基数  １ 
   容量  約 500ｍ3 
 ｂ．ポンプ 
   種類  うず巻式 
   台数  ２（うち１台は予備） 
   容量  約 50ｍ3／ｈ／台 
 
 注）＊印の設備は，再処理設備本体の運転
開始に先立ち使用する。 
   ＊＊印の設備のうち一部は，再処理設
備本体の運転開始に先立ち使用する。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（20 / 22） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃◇3  

燃◇3  
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（21 / 22） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ロ．再処理施設の一般構造 
(７) その他の主要な構造 
(ⅰ) 安全機能を有する施設 
再処理施設は，使用済燃料及びその溶

解液，放射性廃棄物等の貯蔵，処理時に
発生する崩壊熱による異常な温度上昇を
防止する設計とする。 
再処理施設の安全設計は，旧申請書に

おける設計条件を維持することとし，使
用済燃料の仕様のうち冷却期間を以下の
条件とする。 
 

再処理施設に受け入れるまでの冷却期
間：１年以上 
せん断処理するまでの冷却期間  ：４
年以上燃□4  
(ｉ) 使用済燃料の貯蔵施設等 
使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納される使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，
使用済燃料を受け入れ，又は貯蔵するた
めに必要な容量を有する設計とする。燃
□4  
 
また，使用済燃料の冷却のための適切

な措置を講ずる設計とする。燃□4  
 
ウラン酸化物貯蔵建屋及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納さ
れる製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するた
めに必要な容量を有する設計とする。燃
□6  
 
また，製品の冷却のための適切な措置

を講ずる設計とする。燃□6  
 
各施設に対する冷却に係る設計方針に

ついては，以下のとおりである。燃□4  
 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

のうち，燃料貯蔵プール・ピット等につ
いては，１系統で必要な崩壊熱除去機能
を有する使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済
燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷却設備
のプール水冷却系（以下「プール水冷却
系」という。）を２系統設ける設計とす
る。燃□4  
 
また，使用済燃料を取り出すまでの

間，使用済燃料を収納した使用済燃料輸
送容器（以下「キャスク」という。）を
保管する使用済燃料収納使用済燃料輸送

1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 

 
適合のための設計方針 
第１項について 
 使用済燃料の貯蔵容量は， 大再処理能力
800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対して受け入れ
た使用済燃料を３年間以上貯蔵できる 3,000
ｔ・ ＵＰｒとし，燃①-2 燃料貯蔵プール・ピ
ット等では，使用済燃料の崩壊熱による過度
な温度上昇を防ぐため，１系統で必要な崩壊
熱除去機能を有するプール水冷却系を２系統
設ける設計とする。 
また，使用済燃料を取り出すまでの間，キ

ャスクを保管する使用済燃料収納使用済燃料
輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保
し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊
熱を自然冷却により除去し，構造物の健全性
を維持できる設計とする。燃◇1  
 
第２項について 
 ＵＯ３の貯蔵容量は，4,000ｔ・Ｕ（ここで
いうｔ・Ｕは金属ウラン質量換算である。）
のＵＯ３を貯蔵できる容量を有する設計とす
る。なお，ＵＯ３については，崩壊熱量が少
ないため常時冷却の必要はない。 
 ＭＯＸの貯蔵容量は，60ｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）
（ここでいうｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）は金属ウラン
及び金属プルトニウム質量換算である。）の
ＭＯＸを貯蔵できる容量とし，混合酸化物貯
蔵容器からの崩壊熱による過度な温度上昇を
防ぐため，ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋換気設備の多重化した排風機により
崩壊熱を除去する設計とする。燃◇16  

（使用済燃料の貯蔵施設等） 
第十七条 再処理施設には、次に掲げると
ころにより、使用済燃料の受入れ施設（安
全機能を有する施設に属するものに限
る。）及び貯蔵施設（安全機能を有する施
設に属するものに限る。）を設けなければ
ならない。 
一 使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵する
ために必要な容量を有するものとするこ
と。 
二 冷却のための適切な措置が講じられて
いるものであること。 
２ 再処理施設には、次に掲げるところに
より、製品貯蔵施設（安全機能を有する施
設に属するものに限る。）を設けなければ
ならない。 
一 製品を貯蔵するために必要な容量を有
するものとすること。 
二 冷却のための適切な措置が講じられて
いるものであること。燃◇15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃①-2（P10 へ） 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（22 / 22） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
容器保管庫は，冷却空気の流路を確保
し，キャスクに収納された使用済燃料の
崩壊熱を自然冷却により除去し，構造物
の健全性を維持できる設計とする。燃□4  
 
製品貯蔵施設のうち，ウラン酸化物貯

蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却
は不要であり，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵設備は，多重化された排風
機で強制冷却することにより，必要な崩
壊熱除去を行う設計とする。燃□6  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 
 

別紙１② 

第十九条（使用済燃料の貯蔵施設等）第 1項 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 設工認資料作成の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

燃① 受け入れ・貯蔵容量 事業指定基準規則の要求事項 － － － 

燃② 使用済燃料の崩壊熱除去 事業指定基準規則及び技術基準規則の

要求事項 

1・1 
－ 

c 

燃③ 水のあふれ，又は漏えいの防止 技術基準の要求事項 1・2 － a,f 

燃④ 水の浄化装置の設置 技術基準の要求事項 1・2 － a 

燃⑤ 水の漏えい検知 技術基準の要求事項 1・2 － a,c 

燃⑥ 系統構成 事業変更許可申請書の展開 － － a 

-1 共通事項 － － － a 

-2 使用済燃料受入れ設備の系統構成 － － － a 

-3 使用済燃料貯蔵設備の系統構成 － － － a 

燃⑦ 受け入れる燃料の仕様・条件 事業変更許可申請書の展開 － － － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

燃□1  建屋仕様 仕様表にて記載する。 － 

燃□2  図面 「添付Ⅵ-2 再処理施設に関する図面」に示す。 a 

燃□3  主要な核的制限値 第四条「核燃料物質の臨界防止」で記載する基本設計方

針である。 

b 

燃□4  他記載箇所の採用 本文他箇所や添付書類六の記載を基本設計方針とする

ため記載しない。 

－ 

燃□5  主要な設備及び機器の種類 仕様表にて記載する。 － 

燃□6  製品貯蔵施設 第十九条第 2項にて説明する。 － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

燃◇1  他記載箇所の採用 本文や添付書類六の他箇所の記載を用いるため記載し

ない。 

－ 

燃◇2  図面 「添付Ⅵ-2 再処理施設に関する図面」に示す。 a 

燃◇3  臨界安全に関する事項 第四条「核燃料物質の臨界防止」で記載する基本設計方

針である。 

b 

燃◇4  単一故障に関する事項 第十五条「安全上重要な施設」で記載する基本設計方針

である。 

g 

燃◇5  外部電源喪失に関する事項 第十五条「安全上重要な施設」で記載する基本設計方

針である。 

g 

燃◇6  落下防止等に関する事項 第十八条「搬送設備」で記載する基本設計方針であ

る。 

h 

燃◇7  試験及び検査に関する事項 第十六条「安全機能を有する施設」で記載する基本設

計方針である。 

g 

燃◇8  主要設備の仕様 仕様表にて記載する。 － 

燃◇9  耐震に関する事項 第六条「地震による損傷の防止」で記載する基本設計 e 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 
 

別紙１② 

方針である。 

燃◇10  遮蔽に関する事項 第二十七条「遮蔽」で記載する基本設計方針である。 d 

燃◇11  強度に関する事項 第十七条「材料及び構造」で記載する基本設計方針で

ある。 

f 

燃◇12  水位警報装置及び温度警報装置 「添付Ⅵ-2 再処理施設に関する図面」に示す。 a 

燃◇13  冷却能力評価条件 「添付Ⅵ-1 説明書」に示す。 c 

燃◇14  評価 設計方針の裏返しのため記載しない。 － 

燃◇15  事業指定基準規則 事業指定基準規則条文のため記載しない。 － 

燃◇16  製品貯蔵施設 第十九条第 2項にて説明する。 － 

燃◇17  先行使用 使用済燃料の受け入れ施設及び貯蔵施設は竣工施設で

あるため記載しない。 

－ 

燃◇18  運用 保安規定により対応するため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-2 再処理施設に関する図面 

Ⅵ-2-1 構内配置図 

Ⅵ-2-2 平面図及び断面図 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

b 添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

c Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

d 添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

e 添付Ⅳ 耐震性に関する説明書 

f Ⅴ-2-1-1 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の耐圧強度に関する計算書 

Ⅴ-3 主要な再処理施設の強度に関する説明書 

Ⅴ-3-1 防染バケット強度計算書 

Ⅴ-3-2 ライニングの固定方法に関する説明書 

Ⅴ-3-4 燃料貯蔵プールゲート等に関する強度計算書 

Ⅴ-3-5 燃料収納缶強度計算書 

Ⅴ-3-6 BWR 燃料用バスケット及び PWR 燃料用バスケット強度計算書 

g Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

h Ⅵ-1-1-12 使用済燃料等の破損の防止に関する説明書 
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令和３年９月 30 日 Ｒ１ 

別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

2

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れる使用済燃料は，Ｂ
ＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であって，以下の仕様を満
たすものである。
照射前燃料 高濃縮度　　　　：５wt％
使用済燃料集合体平均濃縮度  ：3.5wt％以下
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から再処理施設に受け入れる
までの期間：４年以上
ただし，燃料貯蔵プールの容量3,000ｔ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以

上12年未満の使用済燃料の貯蔵量が600ｔ・ＵＰｒ未満，それ以外は冷却

期間12年以上となるよう，受け入れを保安規定に定めて，管理する。
使用済燃料集合体 高燃焼度
      ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ

ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属ウラン重量換算である。
使用済燃料の冷却期間は，以下の条件とする。
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間：１年以上

冒頭宣言 ― 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れる使用済燃料集合体
の照射前の構造は下表のとおりである。 冒頭宣言 ― 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4

ＢＷＲ燃料集合体

　使用済燃料集合体の照射前の構造の表の貼り付けは割愛

ＰＷＲ燃料集合体

　使用済燃料集合体の照射前の構造の表の貼り付けは割愛

冒頭宣言 ― 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5

使用済燃料集合体と一体となったチャンネルボックス（以下「ＣＢ」
という。）及びバーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）も受け
入れる設計とする。 冒頭宣言 ― 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6

1.1.1　使用済燃料の受入れ施設
　使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送
された使用済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受入れ設備２系列
（一部１系列）で構成する。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
準備設備）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器返却準備設備）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器保守設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

7

使用済燃料受入れ設備は，キャスクの受入れ及びキャスクからの使用
済燃料集合体の取出しを行う設備であり，使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸
送容器返却準備設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
準備設備）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器返却準備設備）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器保守設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済
燃料輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを使用済燃料輸送容器管理
建屋天井クレーンを用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積み替え，
遮蔽を考慮した使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫に移送する
設計とする。

設置要求
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9
ここで一時保管した後，使用済燃料輸送容器移送台車により使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10

また，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収
納したキャスクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスク
の基数が空使用済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上
回った分の空のキャスクを一時保管する設計とする。

設置要求
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

11

なお，一時保管した空のキャスクは，返却に先立ち，必要に応じて使
用済燃料輸送容器返却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守設備にて
保守を行うことができる設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とす
る。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13

なお，空のキャスクは，返却に先立ち，必要に応じて使用済燃料輸送
容器返却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守設備にて保守を行うこ
とができる設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャ
スクから緩衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー
ンにより燃料取出し準備室にキャスクを移送する設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
準備設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

15

ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを
行った後，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンを用いてキャス
クを移送し，燃料取出しピットの防染バケットに収納する設計とす
る。

設置要求
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
準備設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

16
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処
理系へ移送できる設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
準備設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17

燃料取出し設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ンを用い
て防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット水中につり降
ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，燃料取出し装置を用いて使用
済燃料集合体を一体ずつキャスクから取り出す設計とする。

設置要求
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

18
このとき，燃料集合体番号を確認することを保安規定に定めて，管理
する。 運用要求 施設共通基本設計方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更なし

【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の基本
方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設備
構成、系統構成、配置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

― ―

添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
準備設備）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器返却準備設備）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器保守設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
1.1　設計基準対象の設備
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料の受入れ施設及
び使用済燃料の貯蔵施設で構成し，使用済燃料の受入れ施設は，使用
済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納し，
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する設
計とする。

設置要求 基本方針

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更なし

【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の基本
方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設備
構成、系統構成、配置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

―― ― ― ― ― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

2

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れる使用済燃料は，Ｂ
ＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であって，以下の仕様を満
たすものである。
照射前燃料 高濃縮度　　　　：５wt％
使用済燃料集合体平均濃縮度  ：3.5wt％以下
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から再処理施設に受け入れる
までの期間：４年以上
ただし，燃料貯蔵プールの容量3,000ｔ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以

上12年未満の使用済燃料の貯蔵量が600ｔ・ＵＰｒ未満，それ以外は冷却

期間12年以上となるよう，受け入れを保安規定に定めて，管理する。
使用済燃料集合体 高燃焼度
      ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ

ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属ウラン重量換算である。
使用済燃料の冷却期間は，以下の条件とする。
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間：１年以上

冒頭宣言

3
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入れる使用済燃料集合体
の照射前の構造は下表のとおりである。 冒頭宣言

4

ＢＷＲ燃料集合体

　使用済燃料集合体の照射前の構造の表の貼り付けは割愛

ＰＷＲ燃料集合体

　使用済燃料集合体の照射前の構造の表の貼り付けは割愛

冒頭宣言

5

使用済燃料集合体と一体となったチャンネルボックス（以下「ＣＢ」
という。）及びバーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）も受け
入れる設計とする。 冒頭宣言

6

1.1.1　使用済燃料の受入れ施設
　使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送
された使用済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受入れ設備２系列
（一部１系列）で構成する。

設置要求

7

使用済燃料受入れ設備は，キャスクの受入れ及びキャスクからの使用
済燃料集合体の取出しを行う設備であり，使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸
送容器返却準備設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。

設置要求

8

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済
燃料輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを使用済燃料輸送容器管理
建屋天井クレーンを用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積み替え，
遮蔽を考慮した使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫に移送する
設計とする。

設置要求

9
ここで一時保管した後，使用済燃料輸送容器移送台車により使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。 設置要求

10

また，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収
納したキャスクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスク
の基数が空使用済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上
回った分の空のキャスクを一時保管する設計とする。

設置要求

11

なお，一時保管した空のキャスクは，返却に先立ち，必要に応じて使
用済燃料輸送容器返却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守設備にて
保守を行うことができる設計とする。 設置要求

12
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とす
る。 設置要求

13

なお，空のキャスクは，返却に先立ち，必要に応じて使用済燃料輸送
容器返却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守設備にて保守を行うこ
とができる設計とする。 設置要求

14

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャ
スクから緩衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー
ンにより燃料取出し準備室にキャスクを移送する設計とする。 設置要求

15

ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを
行った後，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンを用いてキャス
クを移送し，燃料取出しピットの防染バケットに収納する設計とす
る。

設置要求

16
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処
理系へ移送できる設計とする。 設置要求

17

燃料取出し設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ンを用い
て防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット水中につり降
ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，燃料取出し装置を用いて使用
済燃料集合体を一体ずつキャスクから取り出す設計とする。

設置要求

18
このとき，燃料集合体番号を確認することを保安規定に定めて，管理
する。 運用要求

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
1.1　設計基準対象の設備
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料の受入れ施設及
び使用済燃料の貯蔵施設で構成し，使用済燃料の受入れ施設は，使用
済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納し，
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する設
計とする。

設置要求

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更③）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 施設共通基本設計方針 ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更な
し

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ―

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

基本方針

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更な
し

△― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

19

取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃
料仮置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用
いて平均濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確
認した後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。

設置要求
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

20
その後，燃料取出し装置により，使用済燃料集合体を燃料移送水中台
車上のバスケットに収納する設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21

なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏
えいのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料
取出し装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ
積載する設計とする。

設置要求
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22

使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャ
スクの返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャスク
内部の確認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器返却準備設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行う
ことができる設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器返却準備設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24

使用済燃料輸送容器保守設備では，運転保守性の向上を図るため適
宜，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収納使用済燃料輸送
容器保管庫から使用済燃料輸送容器移送台車により使用済燃料輸送容
器管理建屋の保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保
守する設計とする。

設置要求
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器保守設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25

保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要
に応じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及
び内部構造物の除染を行うことができる設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器保守設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し装置を用い
て１日 大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／

ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができ，年間の 大受入れ量
は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。

冒頭宣言 ― 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保
し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除去
し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。 機能要求②

評価要求
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料
輸送容器受入れ・保管設備）

設計方針（貯蔵施設）
評価（崩壊熱除去）

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫の冷
却性能を評価する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28

燃料取出しピット及び燃料仮置きピット内面は，漏水を防止するため
ステンレス鋼を内張りし，下部に排水口を設けない構造とするととも
に，ピットに接続された配管が破損してもピット水が流出しないよう
に逆止弁を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）

設計方針（貯蔵施設）
評価（強度）

添付Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅴ　主要な容器及び管の
耐圧強度及び耐食性に関する説明書」および添
付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準へ
の適合に関する説明書」）より変更なし

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

燃料取出しピット及び燃料仮置きピットの耐圧
強度を評価する。

燃料貯蔵プール等のライニングの固定方法を説
明する。

燃料取出しピット及び燃料仮置きピットについ
て，水があふれ，又は漏えいするおそれがない
ことを説明する。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29

また，万一のピット水の漏えいに対し，漏えい検知装置を用いて漏え
いを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設廃液処理系へ移送できる設計とする。 機能要求①

機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）
計測制御設備（計測制御設備）

設計方針（漏えい検知）

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

燃料取出しピット及び燃料仮置きピットからの
水の漏えいを適切に検知することについて説明
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30

さらに，燃料取出し設備の燃料取出しピット及び燃料仮置きピットの
ライニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時にも燃料取出しピッ
ト水及び燃料仮置きピット水の保持機能を失うような著しい損傷を生
じないようにする設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し
設備）

設計方針（搬送）
評価（搬送落下）

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時
のライニングの健全性を評価する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

31

1.1.2　使用済燃料の貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を貯蔵し，せん断処理施
設へ移送する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で構成する。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

32

使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受入れ設備から移送された使用済
燃料集合体をせん断処理施設に送り出すまでの間貯蔵する設備であ
り，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄化・
冷却設備及び補給水設備で構成する。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

33

燃料移送設備は，燃料移送水中台車を用いて，バスケットに収納され
た使用済燃料集合体又は燃料収納缶に収納された使用済燃料集合体の
燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，燃料送出
し設備間の移送を行う設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

34

燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から燃料移送水中台車で移送した使
用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り
出し，平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留
濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

35

平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料
は，燃料収納缶に収納した状態で燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵
設備に移送し，燃料取扱装置の補助ホイストで取り扱い，燃料貯蔵
プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とす
る。

設置要求
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

36

なお，ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のため１体ずつ燃
料取扱装置を用いてチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット（ＣＢ及びＢＰ（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用）へ移送
し，ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。

設置要求
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

37

また，ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃
料貯蔵プ－ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計
とする。

設置要求
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

38

取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理
設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，容
器に詰める設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更なし

【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の基本
方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設備
構成、系統構成、配置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更なし

【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の基本
方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設備
構成、系統構成、配置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

34



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

19

取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃
料仮置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用
いて平均濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確
認した後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。

設置要求

20
その後，燃料取出し装置により，使用済燃料集合体を燃料移送水中台
車上のバスケットに収納する設計とする。 設置要求

21

なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏
えいのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料
取出し装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ
積載する設計とする。

設置要求

22

使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャ
スクの返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャスク
内部の確認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。 設置要求

23
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行う
ことができる設計とする。 設置要求

24

使用済燃料輸送容器保守設備では，運転保守性の向上を図るため適
宜，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収納使用済燃料輸送
容器保管庫から使用済燃料輸送容器移送台車により使用済燃料輸送容
器管理建屋の保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保
守する設計とする。

設置要求

25

保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要
に応じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及
び内部構造物の除染を行うことができる設計とする。 設置要求

26

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し装置を用い
て１日 大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／

ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができ，年間の 大受入れ量
は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。

冒頭宣言

27

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保
し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除去
し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。 機能要求②

評価要求

28

燃料取出しピット及び燃料仮置きピット内面は，漏水を防止するため
ステンレス鋼を内張りし，下部に排水口を設けない構造とするととも
に，ピットに接続された配管が破損してもピット水が流出しないよう
に逆止弁を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

29

また，万一のピット水の漏えいに対し，漏えい検知装置を用いて漏え
いを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設廃液処理系へ移送できる設計とする。 機能要求①

機能要求②

30

さらに，燃料取出し設備の燃料取出しピット及び燃料仮置きピットの
ライニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時にも燃料取出しピッ
ト水及び燃料仮置きピット水の保持機能を失うような著しい損傷を生
じないようにする設計とする。

機能要求②
評価要求

31

1.1.2　使用済燃料の貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を貯蔵し，せん断処理施
設へ移送する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で構成する。

設置要求

32

使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受入れ設備から移送された使用済
燃料集合体をせん断処理施設に送り出すまでの間貯蔵する設備であ
り，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄化・
冷却設備及び補給水設備で構成する。

設置要求

33

燃料移送設備は，燃料移送水中台車を用いて，バスケットに収納され
た使用済燃料集合体又は燃料収納缶に収納された使用済燃料集合体の
燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，燃料送出
し設備間の移送を行う設計とする。 設置要求

34

燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から燃料移送水中台車で移送した使
用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り
出し，平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留
濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。 設置要求

35

平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料
は，燃料収納缶に収納した状態で燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵
設備に移送し，燃料取扱装置の補助ホイストで取り扱い，燃料貯蔵
プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とす
る。

設置要求

36

なお，ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のため１体ずつ燃
料取扱装置を用いてチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット（ＣＢ及びＢＰ（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用）へ移送
し，ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。

設置要求

37

また，ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃
料貯蔵プ－ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計
とする。

設置要求

38

取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理
設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，容
器に詰める設計とする。 設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―
<保管・廃棄エリ
ア>
・容量

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要材料
・主要寸法

添付Ⅴ　強度及び耐食性に関する
説明書
既設工認（添付書類「Ⅴ　主要な
容器及び管の耐圧強度及び耐食性
に関する説明書」および添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）
より変更なし

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要材料
・主要寸法

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更な
し

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更な
し

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

35



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

39

この容器を燃料取扱装置，燃料移送水中台車及び燃料取出し装置を用
いて燃料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラトラッ
クで低レベル固体廃棄物処理設備（チャンネルボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋）へ移送する設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

40

燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料貯蔵設備から燃料送
出しピットに移送された使用済燃料集合体を，バスケット単位でバス
ケット取扱装置を用いてバスケット仮置き架台に一時仮置きした後，
バスケット搬送機に装荷し，せん断処理施設に送り出す設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

41

プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換
器で除去し，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プー
ル，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱いピット，燃料移
送水路及び燃料送出しピット（以下、「燃料貯蔵プール・ピット等」
という。）の水を冷却するとともに，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及
び脱塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

42

補給水設備は，燃料取出し準備設備，プール水浄化系，燃料貯蔵プー
ル・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レベル廃
液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一
部）に水を補給する設計とする。

設置要求 使用済燃料貯蔵設備（補給水設備） 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

43

燃料貯蔵プールは，ＢＷＲ使用済燃料集合体1,500ｔ･ＵＰｒ(うち，使用

済燃料集合体平均濃縮度が2.0wt％を超えるもの　11.8ｔ･ＵＰｒ），Ｐ

ＷＲ使用済燃料集合体1,500ｔ･ＵＰｒ(うち，使用済燃料集合体平均濃縮

度が2.0wt％を超えるもの　27.6ｔ･ＵＰｒ），合計貯蔵容量3,000ｔ・Ｕ

Ｐｒを有し， 大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対して受け

入れた燃料を３年間以上貯蔵することができる設計とする。

機能要求②
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

44

燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブル ポイズン取扱ピッ
ト，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール及び
これに隣接するピット等」という。）の内面は，漏水を防止するため
ステンレス鋼を内張りし，さらに，排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等に接続された配管
が破損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置する設計とす
る。

機能要求②
設置要求
評価要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）

設計方針（貯蔵施設）
評価（強度）

添付Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅴ　主要な容器及び管の
耐圧強度及び耐食性に関する説明書」および添
付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準へ
の適合に関する説明書」）より変更なし

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナ
ブル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び
燃料送出しピットの耐圧強度を計算する。

燃料貯蔵プール等のライニングの固定方法を説
明する。

燃料貯蔵プール等について，水があふれ，又は
漏えいするおそれがないことを説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

45

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール及びこれに隣
接するピット等には漏えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計と
し，漏えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移
送できる設計とする。 機能要求①

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
計測制御設備（計測制御設備）

設計方針（漏えい検知）

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等か
らの水の漏えいを適切に検知することについて
説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

46

さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等のライニング
は，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水の保持機能を失う
ような著しい損傷を生じないようにする設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）

設計方針（搬送）
評価（搬送落下）

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時
のライニングの健全性を評価する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

47

プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構
成する。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

48

プール水冷却系は，２系列あり，熱交換器３基及びポンプ３台を設置
する設計とする。

設置要求
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

49

プール水は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系からプール
水冷却系に供給する冷却水と熱交換器を介して熱交換し，冷却する設
計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
安全冷却水系（安全冷却水系） 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

―――――
機能要求②
評価要求

――

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
計測制御設備（計測制御設備）
安全冷却水系（安全冷却水系）

設計方針（貯蔵施設）
評価（崩壊熱除去）

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

プール水冷却系の冷却能力について説明する。

―

プール水冷却系は，燃料貯蔵プール・ピット等に使用済燃料集合体を
容量いっぱいに貯蔵した場合でも，１系列で崩壊熱を除去し，燃料貯
蔵プール水温を65℃以下に保ち，燃料貯蔵プール・ピット等の構造物
の健全性を維持できる設計とする。

50

51

２系列運転の場合は，燃料貯蔵プールの水温を50℃以下に維持する設
計とする。

機能要求②
評価要求

―

プール水冷却系の冷却能力について説明する。添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

設計方針（貯蔵施設）
評価（崩壊熱除去）

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却
系）
計測制御設備（計測制御設備）
安全冷却水系（安全冷却水系）

― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更なし

【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の基本
方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設備
構成、系統構成、配置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更なし

【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の基本
方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設備
構成、系統構成、配置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

― ― ― ― ―

―――
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

39

この容器を燃料取扱装置，燃料移送水中台車及び燃料取出し装置を用
いて燃料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラトラッ
クで低レベル固体廃棄物処理設備（チャンネルボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋）へ移送する設計とする。 設置要求

40

燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料貯蔵設備から燃料送
出しピットに移送された使用済燃料集合体を，バスケット単位でバス
ケット取扱装置を用いてバスケット仮置き架台に一時仮置きした後，
バスケット搬送機に装荷し，せん断処理施設に送り出す設計とする。 設置要求

41

プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換
器で除去し，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プー
ル，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱いピット，燃料移
送水路及び燃料送出しピット（以下、「燃料貯蔵プール・ピット等」
という。）の水を冷却するとともに，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及
び脱塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。

設置要求

42

補給水設備は，燃料取出し準備設備，プール水浄化系，燃料貯蔵プー
ル・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レベル廃
液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一
部）に水を補給する設計とする。

設置要求

43

燃料貯蔵プールは，ＢＷＲ使用済燃料集合体1,500ｔ･ＵＰｒ(うち，使用

済燃料集合体平均濃縮度が2.0wt％を超えるもの　11.8ｔ･ＵＰｒ），Ｐ

ＷＲ使用済燃料集合体1,500ｔ･ＵＰｒ(うち，使用済燃料集合体平均濃縮

度が2.0wt％を超えるもの　27.6ｔ･ＵＰｒ），合計貯蔵容量3,000ｔ・Ｕ

Ｐｒを有し， 大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対して受け

入れた燃料を３年間以上貯蔵することができる設計とする。

機能要求②

44

燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブル ポイズン取扱ピッ
ト，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール及び
これに隣接するピット等」という。）の内面は，漏水を防止するため
ステンレス鋼を内張りし，さらに，排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等に接続された配管
が破損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置する設計とす
る。

機能要求②
設置要求
評価要求

45

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール及びこれに隣
接するピット等には漏えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計と
し，漏えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移
送できる設計とする。 機能要求①

機能要求②

46

さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピット等のライニング
は，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水の保持機能を失う
ような著しい損傷を生じないようにする設計とする。

機能要求②
評価要求

47

プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構
成する。

設置要求

48

プール水冷却系は，２系列あり，熱交換器３基及びポンプ３台を設置
する設計とする。

設置要求

49

プール水は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水系からプール
水冷却系に供給する冷却水と熱交換器を介して熱交換し，冷却する設
計とする。 設置要求

機能要求②
評価要求

プール水冷却系は，燃料貯蔵プール・ピット等に使用済燃料集合体を
容量いっぱいに貯蔵した場合でも，１系列で崩壊熱を除去し，燃料貯
蔵プール水温を65℃以下に保ち，燃料貯蔵プール・ピット等の構造物
の健全性を維持できる設計とする。

50

51

２系列運転の場合は，燃料貯蔵プールの水温を50℃以下に維持する設
計とする。

機能要求②
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―
<容器>
・容量

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要材料
・主要寸法

添付Ⅴ　強度及び耐食性に関する
説明書
既設工認（添付書類「Ⅴ　主要な
容器及び管の耐圧強度及び耐食性
に関する説明書」および添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）
より変更なし

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要材料
・主要寸法

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<熱交換器>
・伝熱面積
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―
<熱交換器>
・伝熱面積

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更な
し

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

―

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更な
し

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

―――

<熱交換器>
・伝熱面積
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・閉止時間
・駆動方式
<主配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロック
>
・検出器の種類
・設定値

<熱交換器>
・伝熱面積
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・閉止時間
・駆動方式
<主配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロック
>
・検出器の種類
・設定値

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

――― ――基本方針△―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ―

37



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

52

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出し
ピット，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン取扱ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，
ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃
料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットへ戻す設計とするととともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出し
ピットから越流するプール水を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で
脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ戻す設計とす
る。

機能要求②
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）

基本方針

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）より変
更なし

プール水浄化系を用いた使用済燃料等による汚
染の除去について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

54

補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処
理した水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設の
純水貯槽から純水を必要に応じ補給する設計とする。 機能要求① 使用済燃料貯蔵設備（補給水設備） 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

55
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用）については，「7.4　冷却水設備」に示す。 冒頭宣言 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

―

補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール
水浄化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物
の廃棄施設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施
設（廃樹脂貯蔵系の一部）にそれぞれの要求に応じて補給でき，プー
ル水位を所定のレベルに保つことにより，プール水による崩壊熱の除
去機能及び遮蔽機能が確保できる設計とする。

53 基本方針
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
計測制御設備（計測制御設備）

機能要求② ―――――

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更なし

【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の基本
方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設備
構成、系統構成、配置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

―――――
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

52

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出し
ピット，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン取扱ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，
ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃
料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットへ戻す設計とするととともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出し
ピットから越流するプール水を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で
脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ戻す設計とす
る。

機能要求②

54

補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処
理した水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設の
純水貯槽から純水を必要に応じ補給する設計とする。 機能要求①

55
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用）については，「7.4　冷却水設備」に示す。 冒頭宣言

補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール
水浄化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物
の廃棄施設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施
設（廃樹脂貯蔵系の一部）にそれぞれの要求に応じて補給でき，プー
ル水位を所定のレベルに保つことにより，プール水による崩壊熱の除
去機能及び遮蔽機能が確保できる設計とする。

53 機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<ろ過装置>
・容量
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

添付Ⅵ　その他の説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― △ 基本方針 ― ― ― ― ― ―

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

<容器>
・容量
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・閉止時間
・駆動方式
<主配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロック
>
・検出器の種類
・設定値

――

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
 既設工認の系統構成から変更な
し

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

―――― ―△―― 基本方針
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別紙６

変更前記載事項の

既設工認等との紐づけ

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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